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諮問庁：国立大学法人電気通信大学 

諮問日：平成３０年９月１８日（平成３０年（独個）諮問第４７号） 

答申日：平成３０年１１月２１日（平成３０年度（独個）答申第３４号） 

事件名：本人の申立てによって行われた東京労働局長の指導に関する文書等の

一部開示決定に関する件（保有個人情報の特定） 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

   別紙１に掲げる文書に記録された保有個人情報（以下「本件請求保有個

人情報」という。）の開示請求につき，別紙２に掲げる文書１ないし文書

７に記録された保有個人情報（以下，併せて「本件対象保有個人情報」と

いう。）を特定し，その一部を開示した決定については，特定年月日Ｅに

東京労働局に提出した文書に記録された保有個人情報を対象として，改め

て開示決定等をすべきである。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（以下「法」と

いう。）１２条１項の規定に基づく開示請求に対し，平成３０年５月２２

日付け電大総第６１号により，国立大学法人電気通信大学（以下「電気通

信大学」，「処分庁」又は「諮問庁」という。）が行った一部開示決定

（以下「原処分」という。）について，その取消しを求める。 

２ 審査請求の理由 

  審査請求人が主張する審査請求の理由は，審査請求書及び意見書の記載

によると，おおむね以下のとおりである。 

（１）審査請求書 

   原処分に関して，不足している文書の開示をお願いいたします。 

   東京労働局から学長宛に特定年月日Ｅに指導する旨の連絡の文書一式

及び特定年月日Ｅの指導に対して大学がどのように対応するか分かる文

書一式には，以下の文書もあるかと考えられます。開示を要求いたしま

す。 

  ア 特定年月日Ｅに東京労働局に出向いた時の電気通信大学からの提示

文書一式（以下「請求文書１」という。） 

  イ 特定年月日Ｅに東京労働局に出向いた時の東京労働局から電気通信

大学への提示文書一式（以下「請求文書２」という。） 

  ウ 指導を受けて，人事労務課での意思共有のための文書一式（以下

「請求文書３」という。） 
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  エ 指導を受けて，人事労務課及び関係各所（事業責任者及び人事担当

理事を含む。）との意思共有のための文書一式（以下「請求文書４」

という。） 

  オ 平成３０年４月２５日学術院代議員会において，再雇用に関する審

議及び承認の経緯が分かる文書一式（以下「請求文書５」という。） 

（２）意見書 

  ア 意見 

  （ア）今回の保有個人情報の開示請求は，なぜ電気通信大学による不当

な雇用止めを受けることになったのか，その事実を知るために行い

ました。 

     電気通信大学での特定職Ａ雇用の無期転換権発生に伴い，特定年

月日Ａに，特定職Ｂの雇用は特定年月日Ｂをもって終了し，次年度

の更新を行わない旨の通達を受け，雇用止めとなりました。これに

より，審査請求人は，一方的な被害を受けました。 

     不当な雇用止めであったことは，東京労働局及び電気通信大学も

認めています。 

     特定月雇用が空いて，特定年月日Ｆから，特定職Ｂとして再雇用

されましたが，この間の業務環境の変化に対応することができず，

再雇用後は，解雇前と同様に勤務することが困難でした。さらに，

現在に至っても，雇用止めを受けた苦痛は解消されていません。 

     今回の雇用止めに関して，電気通信大学はどのような意識を持っ

ているのか提示していただきたいと考えています。担当者は，職員

のキャリアパスに関することを軽率に実行したのではないだろうか

とも考えています。 

（イ）理由説明書（下記第３。以下同じ。）の３（１）について 

   「特定年月日Ｅの指導に対して大学がどのように対応するか分か

る文書一式」には，当然，特定年月日Ｅの指導に向けて大学がどの

ように対応するかの文書が含まれると考えております。 

   特定年月日Ｃに東京労働局から個別労働関係紛争解決制度に係る

来局依頼（特定番号Ａ）があり，特定年月日Ｅに電気通信大学担当

職員４名が東京労働局に出向いています。 

   なぜ，この４名が出向くことになったのか人選や，東京労働局に

持参した，見解や，本件に関する資料など，本件の説明に必要な書

類を用意したと考えられます。この書類には，なぜ審査請求人がこ

のような目にあったのか記されていると考えられるため開示を要求

いたします。 

（ウ）理由説明書の３（２）について 

   東京労働局からの資料として，大学から開示された資料は，ａ）



 

 3 

「個別労働関係紛争解決制度に係る来局依頼について」ｂ）「個別

労働関係紛争の解決の促進に関する法律第４条の規定に基づく都道

府県労働局長の指導について」でした。 

   上記ａ）は来局の依頼であり，上記ｂ）は労働局が指導を行う際

に，配布している資料と考えます。所要時間１時間３０分の指導に

対して，東京労働局からの資料がこの２枚のみとは考えづらいです。 

（エ）理由説明書の３（３）について 

   来局依頼を含む指導を受けて，大学担当部局である人事労務課で，

何らかの意思共有がなされたと考えるのは一般的であると考えます。

不当な雇用止めを行い，再雇用を行うのであるから，意思共有を文

章として残しているのではないかと考えています。残していない場

合は，一職員の人事を軽率に判断していると捉えることもできるの

ではないでしょうか。 

（オ）理由説明書の３（４）について 

   来局依頼を含む指導を受けて，大学担当部局である人事労務課と

関係各所（事業責任者及び人事担当理事を含む。）にて，何らかの

意思共有がなされたと考えるのは一般的な解釈と考えます。不当な

雇用止めを行い，再雇用を行うのであるから，意思共有を文章とし

て残しているのではないかと考えています。残していない場合は，

一職員の人事を軽率に判断していると捉えることもできるのではな

いでしょうか。 

（カ）理由説明書の３（５）について 

   再雇用に関する話は，事業責任者より，資料１（添付省略）にあ

るように，特定年月日Ｄに，再雇用を行う用意がある旨の連絡があ

り，再雇用には，学術院代議員会の承認が必要である旨の説明があ

りました。 

   この学術院代議員会では，再雇用に関する審議が行われているた

め，不当な解雇や再雇用に関する大学担当者の対応が分かる議事進

行があったものと考えるため，審議及び承認の経緯が分かる文章の

開示を請求いたします。 

（キ）東京労働局の担当者の氏名の不開示について 

   平成１７年８月３日情報公開に関する連絡会議申合せ「各行政機

関における公務員の氏名の取扱いについて」に照らし合わせると，

開示することが妥当と考えられます。 

イ 結論 

  以上のことから，不当な雇用止め及びこれにまつわる再雇用に関し

て，大学からの情報開示は十分なものとは言えないと考えます。どう

か，精神的苦痛を受けている本件に関して，十分な情報公開を求めま
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す。       

第３ 諮問庁の説明の要旨 

 １ 本件の概要 

   審査請求人から平成３０年４月２４日付けで本学が保有する（自己を本

人とする）個人情報の開示請求があり，原処分を行った。その後，審査請

求人から同年６月２０日付けで原処分に対し，審査請求が提起された。 

 ２ 審査請求人の主張 

   （上記第２の２（１）と同様の内容であるので記載省略） 

３ 本学の判断 

  審査請求人の主張する文書一式（上記第２の２（１）アないしオ）につ

いて，本学の判断は以下のとおりである。 

（１）特定年月日Ｅに東京労働局に出向いた時の電気通信大学からの提示文

書一式（請求文書１） 

審査請求人から平成３０年４月２４日付けで開示請求を受けて，本

学は原処分を行ったところであるが，審査請求人は，請求文書１の開

示がないことを理由として，原処分に不足がある旨を主張する。 

しかし，当該開示請求書にある「特定年月日Ｅの指導に対して大学

がどのように対応するかわかる文書一式」とは「特定年月日Ｅに指導

を受け，その後，指導を踏まえて大学がどのように対応するか分かる

文書一式」と解釈するのが通常であり，特定年月日Ｅ当日に東京労働

局の指導を受けるために本学があらかじめ用意・提示した文書が含ま

れるとは解釈できない。よって，請求文書１は，原処分で特定すべき

文書にはあたらないと判断する。 

（２）特定年月日Ｅに東京労働局に出向いた時の東京労働局から電気通信大

学への提示文書一式（請求文書２） 

   平成３０年４月２４日付けで開示請求があった際に，本件請求保有個

人情報について探索を実施し，特定した文書は，全て開示したところで

ある。 

   なお，諮問に際し，改めて探索を実施したが，該当する文書は存在し

なかった。 

（３）指導を受けて，人事労務課での意思共有のための文書一式（請求文書

３） 

   上記（２）と同様である。 

（４）指導を受けて，人事労務課及び関係各所（事業責任者及び人事担当理

事を含む。）との意思共有のための文書一式（請求文書４） 

   上記（２）と同様である。 

（５）平成３０年４月２５日学術院代議員会において，再雇用に関する審議

及び承認の経緯が分かる文書一式（請求文書５） 
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   審査請求人は，請求文書５の開示がないことを理由として，原処分に

不足があると主張するが，情報公開制度においては，「請求日時点にお

いて，当該行政機関・独立行政法人等が保有している文書が開示の対象

となる」と解釈される。 

   審査請求人からの開示請求は，平成３０年４月２４日付けであり，学

術院代議員会の開催日は，同月２５日であることから，審査請求人の求

める請求文書５は，請求日において保有していない。 

   したがって，上記の情報公開制度の解釈にしたがえば，請求文書５は

開示の対象とはならない。 

なお，本人が求める請求文書５については，原処分において，審査請

求人の便宜を図って開示した原議書「特定案件について」（文書２）の

中に当該学術院代議員会の配布資料が含まれている。   

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

①  平成３０年９月１８日 諮問の受理  

②  同日         諮問庁から理由説明書を収受 

③ 同年１０月２６日   審査請求人から意見書及び資料を収受 

④ 同月２９日      審議 

⑤  同年１１月１９日   審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件開示請求について 

本件開示請求は，別紙１に掲げる文書に記録された本件請求保有個人情

報の開示を求めるものであり，処分庁は，別紙２に掲げる文書に記録され

た本件対象保有個人情報を特定し，その一部を開示する決定（原処分）を

行った。 

これに対して，審査請求人は，本件対象保有個人情報は不足していると

して原処分の取消しを求めているが，諮問庁は，原処分を妥当としている

ことから，以下，本件対象保有個人情報の特定の妥当性について検討する。 

なお，審査請求人は，意見書（上記第２の２（２）。以下同じ。）にお

いて，不開示部分の開示を求めているが，これは本件諮問後の新たな主張

と認められ，諮問の対象とされていないので，判断しない。 

２ 本件対象保有個人情報の特定の妥当性について 

（１）審査請求人は，電気通信大学の職員が特定年月日Ｅに東京労働局に出

向いた時の同大学からの提示文書一式（請求文書１）及び東京労働局か

ら電気通信大学への提示文書一式（請求文書２），東京労働局からの指

導を受けて，同大学の人事労務課での意思共有のための文書一式（請求

文書３）及び当該人事労務課・関係各所（事業責任者及び人事担当理事

を含む。）との意思共有のための文書一式（請求文書４）並びに平成３
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０年４月２５日学術院代議員会において，再雇用に関する審議及び承認

の経緯が分かる文書一式（請求文書５）に記録された保有個人情報の特

定を求めていると認められる。 

（２）当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，本件対象保有個人情報の

特定の経緯等について改めて確認させたところ，諮問庁は，以下のとお

り説明する。 

ア 請求文書１について 

当該開示請求書にある「特定年月日Ｅの指導に対して大学がどのよ

うに対応するかわかる文書一式」とは「特定年月日Ｅに指導を受け，

その後，指導を踏まえて大学がどのように対応するか分かる文書一

式」と解釈するのが通常であり，特定年月日Ｅ当日に東京労働局の

指導を受けるために電気通信大学があらかじめ用意・提示した文書

（以下「本件提出文書」という。）は保有しているが，特定すべき

保有個人情報には当たらない。 

なお，審査請求人は，意見書において，東京労働局に出向いた者の

人選に係る資料も特定すべきであるとしているが，このような人選

に係る文書は作成・保有していない。 

イ 請求文書２について 

特定年月日Ｅに東京労働局に出向いた際に，東京労働局から電気通

信大学への提示資料はなかったので，請求文書２に係る保有個人情

報は保有していない。 

ウ 請求文書３及び請求文書４について 

上記イのとおり，東京労働局へ出向いた際に，東京労働局から電気

通信大学への提示資料はなく，また，電気通信大学において新たに

作成した文書はないので，請求文書３及び請求文書４に係る保有個

人情報は保有していない。 

なお，別紙２に掲げる文書１については，東京労働局に出向く前の

段階において，人事労務課及び関係各所において共有している。 

エ 請求文書５について 

審査請求人からの開示請求は，平成３０年４月２４日付けであり，

学術院代議員会の開催日は同月２５日であることから，審査請求人

の求める請求文書５は，請求日において保有していない。 

なお，学術院代議員会は本学の教員人事の審議を行う会議である。 

（３）そこで，上記（２）アの本件提出文書について，諮問庁から提示を受

け，当審査会において確認したところ，その記載内容等から特定年月日

Ｅに東京労働局に提出した文書に記録された保有個人情報であることが

認められる。 

諮問庁は，本件提出文書に記録された保有個人情報は，特定すべき保
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有個人情報には当たらない旨説明するが，当審査会において，本件開示

請求書の内容を改めて確認したところ，「特定年月日Ｅの指導に対して

大学がどのように対応するかわかる文書一式」と記載されており，審査

請求書のア及び意見書のア（イ）における審査請求人の主張も踏まえれ

ば，本件提出文書に記録された保有個人情報も含まれるものと解するの

が妥当である。 

そうすると，本件提出文書に記録された保有個人情報は，請求文書１

に該当する文書に記録された保有個人情報として特定すべきである。 

（４）次に，本件開示請求書の内容に本件提出文書に記録された保有個人情

報も含まれることを前提に，請求文書２ないし請求文書４に記録された

保有個人情報の保有の有無について，当審査会事務局職員をして諮問庁

に確認させたところ，請求文書２については，東京労働局から提供され

た資料は別紙２に掲げる文書１のみであり，請求文書３及び請求文書４

については，文書１及び本件提出文書が該当し，これらの文書をもって，

電気通信大学人事労務課内及び担当理事において共有しており，これら

の外に作成・保有している文書はないとのことである。 

   以上の諮問庁の説明を踏まえれば，本件提出文書及び文書１以外に本

件請求保有個人情報が記録された文書を保有していないとする諮問庁の

説明に特段不自然，不合理な点はなく，また，これを覆すに足る事情も

認められない。 

（５）したがって，電気通信大学において，本件対象保有個人情報の外に本

件請求保有個人情報の対象として特定すべき保有個人情報として，本件

提出文書に記録された保有個人情報を保有していると認められるので，

当該保有個人情報を本件請求保有個人情報の対象として特定し，改めて

開示決定等をすべきである。 

３ 審査請求人のその他の主張について 

審査請求人は，その他種々主張するが，いずれも当審査会の上記判断を

左右するものではない。 

４ 本件一部開示決定の妥当性について 

  以上のことから，本件請求保有個人情報の開示請求につき，本件対象保

有個人情報を特定し，その一部を開示した決定については，電気通信大学

において，本件対象保有個人情報の外に開示請求の対象として特定すべき

保有個人情報として特定年月日Ｅに東京労働局に提出した文書（本件提出

文書）に記録された保有個人情報を保有していると認められるので，これ

を対象として，改めて開示決定等をすべきであると判断した。  

（第５部会） 

  委員 南野 聡，委員 泉本小夜子，委員 山本隆司 
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別紙１（本件請求保有個人情報が記録された文書） 

 

（１）東京労働局から学長宛に特定年月日Ｅに指導する旨の連絡の文書一式 

 （２）特定年月日Ｅの指導に対して大学がどのように対応するかわかる文書

一式 

  それぞれ，供覧文書，決裁文書等を含む 
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別紙２（本件対象保有個人情報が記録された文書） 

 

文書１ 個別労働関係紛争解決制度に係る来局依頼について（特定番号Ａ） 

文書２ 原議書「特定案件について」（特定番号Ｂ）のうち本人に係る情報 

文書３ 人事異動伺（特定番号Ｃ） 

文書４ 人事異動通知書 

文書５ 労働条件通知書 

文書６ 特定プログラムでの雇用について 

文書７ 特定個人の雇用について 


